
特集 
❷
児
童
手
当 

が
始
ま
り
ま
し
た

■
児
童
手
当
の
目
的

　
家
庭
な
ど
に
お
け
る
生
活
の
安

定
と
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
の

健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
目
的

で
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
主
な
変
更
点

　
「
子
ど
も
手
当
」
か
ら
「
児
童

手
当
」
に
名
称
が
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
支
給
対
象
は
、
０
歳
か
ら
中

学
校
修
了
前
ま
で
の
子
ど
も
で

す
。　
新
た
な
支
給
要
件
と
し
て
、

今
年
10
月
に
支
給
さ
れ
る
６
月
分

の
手
当
か
ら
所
得
制
限
が
設
け
ら

れ
ま
す
。

　
引
き
続
き
、
児
童
手
当
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
留
萌
市
に
寄
附
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
寄
附
は
子

育
て
支
援
の
た
め
に
活
用
さ
れ
ま

す
。

支給対象となる子ども 歳から中学校修了前まで

受給者要件

０歳から中学校修了前の児童を養育する
保護者で、生計中心者の方です。
・支給対象の児童について国内居住要件が設け
　られました。（留学は除く）
・両親が離婚協議中で別居している場合は、児
　童と同居している方が、優先です。（単身赴任
　を除く）
・未成年後見人や父母指定者（父母などが海外
　にいる場合のみ）の受給が可能です。
・児童養護施設などに入所している児童につい
　ては、施設の設置者などが受給者となります。

⑴
所
得
制
限
額
未
満

3歳未満 一律　　　　　月額１５，０００円

3歳以上～
　 小学校修了前

第１、２子　　月額１０，０００円
第３子以降　　月額１５，０００円

中学生 一律　　　　　月額１０，０００円

⑵ 所得制限額以上
　　（6月分から） 一律　　　　　月額   ５，０００円

支給日

※通常は 7日が支払日とな
　りますが、当日が土、日、
　祝日の場合は、直前の金
　融機関営業日となります。
　

平成24年 6月７日（木）
（平成 24年 2月～ 3月分　子ども手当）
（平成 24年 4月～ 5月分　児童手当）

平成24年 10月５日（金）
（平成 24年 6月～ 9月分）

平成25年 2月７日（木）
（平成 24年 10 月～平成 25年 1月分）

■児童手当の概要

  

■所得制限について（６月分から）
所得制限の対象世帯は、夫婦と子ども１人の場合、年収９１７万８０００円、
夫婦と子ども２人の場合は年収９６０万円を基準に中学校修了前の児童１人あ
たり月額一律５０００円を支給します。

⑴ 「
子
ど
も
手
当
」
か
ら
「
児
童
手
当
」
に
名
称

　

 

が
変
更
さ
れ
ま
し
た

⑵ 

所
得
制
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た

受付窓口 ・こども課（市役所　本庁舎 1階　右奥）
　 ４２-１８０８

受付時間 ・8時50分～17時20分（土、日、祝日、年末年始を除く）

申請に必要な書類

・印鑑
・請求者（前ページの受給者要件に概当する方）の健康保険証
　の写し（厚生年金加入者の方）
・請求者名義の通帳の写し
　（子どもや請求者ではない名義の通帳には支給できません）
・その他必要に応じて書類を提出していただくことがあります。

■
手
続
き

①
子
ど
も
の
出
生
ま
た
は
転
入
な

ど
（
転
出
予
定
日
）
の
場
合
、
そ

の
翌
日
か
ら
15
日
以
内
に
手
続
き

を
す
る
と
、
原
則
翌
月
分
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。

　
出
生
届
を
提
出
し
た
時
に
一
緒

に
手
続
き
す
る
の
が
最
適
で
す
。

夜
間
受
付
や
里
帰
り
出
産
の
場
合

は
忘
れ
ず
に
認
定
請
求
を
し
て
下

さ
い
。
留
萌
市
に
、
請
求
手
続
き

を
し
て
認
定
を
受
け
な
い
と
受
給
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

②
公
務
員
の
方
は
、
各
職
場
で
手

続
き
を
し
て
下
さ
い
。

　
４
月
か
ら
市
役
所
の
組
織
変
更

に
伴
い
、
乳
幼
児
期
か
ら
青
少
年

ま
で
の
総
合
的
な
支
援
を
行
う
た

め
児
童
家
庭
課
を
「
こ
ど
も
課
」

と
し
て
教
育
委
員
会
に
配
置
し
ま

し
た
。児
童
手
当
の
手
続
き
は「
こ

ど
も
課
」
が
担
当
し
ま
す
。

児童手当Ｑ＆Ａ

４２ー１８０８
本庁舎1階
　　　右奥

こども課
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平
成
23
年
10
月
分
か
ら
の
子
ど
も
手
当
を
受
け
取
る
た
め
に
は
、
平
成
24
年
３
月
30
日
ま
で
が
子
ど
も
手
当

認
定
請
求
書
の
提
出
期
限
で
し
た
が
、
平
成
24
年
９
月
28
日
（
金
）
ま
で
に
提
出
期
限
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

ま
だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ：留萌市から引越し（転出）する時
　　には手続きは必要ですか？

Ａ：受給者が転出する時は、児童手当
　　消滅届の手続きをしてください。
　　転出先で新たな申請が必要になり
　　ます。

Ｑ：制度改正になり、子ども手当の受
　　給者は手続きが必要ですか？

Ａ：今回の制度改正に伴う新たな申請
　　手続きは不要です。６月に現況を
　　確認する手続きがありますので、
　　その時に手続きをお願いします。
　　（ただし、出生や転入によって留
　　萌市で認定を受ける場合は手続き
　　が必要です）

例：長男（19歳）、長女（17歳）、
　次男（中２）、次女（小 6）の家庭の
　場合

長男（19歳）　 数に含めません　支給対象外

長女（17歳）　 第1子 　　　      支給対象外

次男（ 中2 ）　 第2子   　  月額１０，０００円

次女（ 小6 ）　 第3子   　  月額１５，０００円

Ｑ：第１子などの数え方について？

Ａ：第何子目かは、養育されている１８歳
　　に達する日以後最初の３月３１日ま
　　での間にある子どもを、年長の子から
　　順に数えます。




